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認定日本語教育機関に関し必要な事項を定める件の一部を改正する告

示の施行について（通知） 

 

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和５

年法律第 41 号。以下「法」という。）第五条第一項の規定に基づき、認定日本語教育機関に関し

必要な事項を定める件の一部を改正する告示（令和６年文部科学省告示第 42号。以下「告示」と

いう。）（別添）が、令和６年３月 27日に公布され、同年４月１日に施行されることとなりました。 

告示の概要等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たって遺漏のないよ

うにお取り計らい下さい。 

また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校（専修学校・各種学校を含む。以下同じ。）

及び域内の市町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、

各都道府県知事及び構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長にお

かれては所管の学校及び学校法人に対して、各国立大学長におかれては附属学校に対して、出入

国在留管理庁長官におかれては出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省

令（平成２年法務省令第 16 号）本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項

の下欄第六号に規定する法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育

機関に対して周知を図るようお願いします。 

なお、法附則第６条の規定により、法の施行と同時に、法の所管が文化庁から文部科学省総合

教育政策局に移管されることとなります。 
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記 

１ 告示の概要 

法第５条第１項では、認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告等に、文部

科学大臣の定める表示（以下「表示」という。）を付することができるとされているところ、認

定日本語教育機関に関し必要な事項を定める件（令和５年文部科学省告示第 163 号）の一部を

改正し、表示を定めること。 

２ その他 

告示による改正後の認定日本語教育機関に関し必要な事項を定める件（令和５年文部科学省

告示第 163 号）第２条第１号及び第３条第１号に規定する「負担附きであることにやむを得な

い事情があ」ることについては、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機

関の認定等に関する法律等の施行について（通知）」（令和５年 12月 28日通知（５文庁第 4519

号））第５の２の（１）において、「負担附きでない校地や校舎、又はこれらを取得するための

資金を直ちに準備することができず、設置者による借入金により校地や校舎を取得する場合で、

当該借入れに伴ってこれを保証するため抵当権等の負担が附く場合を指すこと。この場合にお

いて、当該借入金の返済計画が実現可能なものであり、かつ、返済により近い将来において校

地や校舎が負担附きでなくなるものである必要があること。このため、校地や校舎の取得とは

関係のない負担や、関係があったとしても設置者による借入金以外に係る負担は認められない

こと」と示したところ。 

これは、法第２条第３項第１号のロの（１）において、認定日本語教育機関の設置者には、

「日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること」が求められているところ、

認定に当たり、校地や校舎の取得資金以外の日本語教育機関の運用資金等について、校地や校

舎に抵当権等を附した上で借入金によりこれを確保することは、同号の趣旨に照らして適当で

はないことから、新たに認定を受ける際の負担については、借入金により校地や校舎を取得す

ることに伴って附いた抵当権等に限られる旨の考え方を示したものであること。 

このため、認定後においては、借入金により校地や校舎を取得することに伴って附いた抵当

権等に限らず、教育の質の充実のために一時的に多額の資金が必要となる場合や、自然災害等

の緊急事態へ対応する場合等の認定日本語教育機関のためにやむを得ない目的で、当該認定日

本語教育機関の設置者がする借入金に伴い、これを保証するために当該認定日本語教育機関の

運営に支障のない範囲内において当該認定日本語教育機関の校地や校舎に抵当権等を附すこと

は可能であること。ただし、上記目的から離れた目的での借入金に係る負担や、当該認定日本

語教育機関の設置者以外による借入金に係る負担は認められないことに留意いただきたいこと。 

また、令和 11 年３月 31 日までの法の経過措置期間においては、いわゆる法務省告示機関等

のこれまで認定日本語教育機関に類する方法により運営されてきた日本語教育機関について認

定を受ける場合には、上記の考え方に準じ、借入金により校地や校舎を取得することに伴って

附いた抵当権等以外の抵当権等が校地や校舎に附いている場合でも、審査の結果、認定が認め

られる場合があること。 

【本件連絡先】 

文化庁国語課 

Email: nihongo@mext.go.jp 

mailto:nihongo@mext.go.jp
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○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
三
号 

認
定
日
本
語
教
育
機
関
認
定
基
準

令
和
五
年
文
部
科
学
省
令
第
四
十
号

第
十
二
条
第
二
項

第
十
三
条
第
四
項

第
十

七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
基
づ
き

認
定
日
本
語
教
育
機
関
に
関
し
必
要
な
事
項
を
次
の
よ
う

に
定
め
る

 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日 

文
部
科
学
大
臣

盛
山 

正
仁

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
表
示

第
一
条

留
学
の
た
め
の
課
程

認
定
日
本
語
教
育
機
関
認
定
基
準

以
下

認
定
基
準

と
い
う

第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
留
学
の
た
め
の
課
程
を
い
う

を
置
く
認
定
日
本
語
教
育
機
関

日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る

た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律

令
和
五
年
法
律
第
四
十
一
号

以
下

法

と
い
う

第
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
い
う

以
下
同
じ

に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る

表
示

以
下

表
示

と
い
う

は

別
図
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る

 

２

就
労
の
た
め
の
課
程

認
定
基
準
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
就
労
の
た
め
の
課
程
を
い
う

を
置
く
認
定
日
本
語
教

monotori
テキストボックス
別添
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育
機
関
に
係
る
表
示
は

別
図
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る

 
３ 
生
活
の
た
め
の
課
程

認
定
基
準
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
生
活
の
た
め
の
課
程
を
い
う

を
置
く
認
定
日
本
語
教

育
機
関
に
係
る
表
示
は

別
図
第
三
号
の
と
お
り
と
す
る

 

４ 

認
定
基
準
第
十
六
条
第
一
項
の
目
的

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

目
的

と
い
う

が
異
な
る
二
以
上
の
日
本
語
教
育

課
程

法
第
一
条
に
規
定
す
る
日
本
語
教
育
課
程
を
い
う

以
下
同
じ

を
置
く
認
定
日
本
語
教
育
機
関
は

広
告
等

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
広
告
等
を
い
う

に

各
日
本
語
教
育
課
程
の
目
的
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
表
示
を
複
数
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

校
地
を
自
己
所
有
と
同
等
と
認
め
る
場
合

 

第
二
条 

認
定
基
準
第
十
二
条
第
二
項
の
校
地
が
自
己
所
有
で
あ
り

か
つ

負
担
附
き
で
な
い
も
の
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る

 

一 

校
地
が
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
り

か
つ

負
担
附
き
で
あ
る
場
合
で

あ

て

当
該
負
担
附
き
で
あ
る
こ
と
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り

か
つ

当
該
負
担
が
当
該
設
置
者
の
資
産
状
況

等
か
ら
み
て
当
該
校
地
を
長
期
に
わ
た
り
使
用
す
る
上
で
支
障
が
な
く

か
つ

当
該
校
地
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本
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語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 

二 
校
地

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
部
分
を
除
く

が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有

に
属
す
る
も
の
で
あ

て
法
令
に
よ
り
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
譲
渡
で
き
な
い
特
別
な
事
情
が
認
め
ら
れ

る
場
合
で
あ

て

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者

当
該
校
地
の
上
の
建
物
を
校
舎
と
し
て
使
用
す
る
場
合
で
あ

て

校
舎
の
所
有
者
が
校
地
の
所
有
者
と
異
な
る
と
き
は

校
舎
の
所
有
者

が

法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た

後
最
初
の
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
日
本
語
教
育
課
程
の
修
業
期
間
の
始
期
以
降
二
十
年
以
上
に
わ
た
り

使
用
で
き
る
保
証
の
あ
る
賃
借
権
又
は
地
上
権
及
び
当
該
賃
借
権
又
は
地
上
権
に
係
る
賃
貸
料
そ
の
他
の
対
価
を
支
払
う

能
力
を
有
し
て
お
り

か
つ

当
該
校
地
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ

と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 

三 

校
地
の
面
積
の
半
分
以
上
が
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
り

か
つ

そ
の
他

の
部
分
の
校
地
に
つ
い
て

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者

当
該
校
地
の
上
の
建
物
を
校
舎
と
し
て
使
用
す
る
場
合

で
あ

て

校
舎
の
所
有
者
が
校
地
の
所
有
者
と
異
な
る
と
き
は

校
舎
の
所
有
者

が

法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
後
最
初
の
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
日
本
語
教
育
課
程
の
修
業
期
間
の
始
期
以
降
二
十
年
以
上
に
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わ
た
り
使
用
で
き
る
保
証
の
あ
る
賃
借
権
又
は
地
上
権
及
び
当
該
賃
借
権
又
は
地
上
権
に
係
る
賃
貸
料
そ
の
他
の
対
価
を

支
払
う
能
力
を
有
し
て
お
り

か
つ

当
該
校
地
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が

な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 

四 

専
修
学
校

学
校
教
育
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
を
い
う

以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

又
は
各
種
学
校

同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い

う

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

の
設
置
者
が

当
該
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
つ
い
て
法
第
二
条
第

一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

 

五 

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
が

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
又
は
教
育
機
関

学
校
教
育
法
第

一
条
に
規
定
す
る
学
校

専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
を
い

う

次
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ

を
十
年
以
上
継
続
し
て
運
営
す
る
者
で
あ
る
場
合
で
あ

て

前
四
号
に
掲
げ
る

場
合
と
同
程
度
に

当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 

 

校
舎
を
自
己
所
有
と
同
等
と
認
め
る
場
合

 

第
三
条 

認
定
基
準
第
十
三
条
第
四
項
の
校
舎
が
自
己
所
有
で
あ
り

か
つ

負
担
附
き
で
な
い
も
の
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
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場
合
は

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る

 

一 
校
舎
が
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
り

か
つ

負
担
附
き
で
あ
る
場
合
で

あ

て

当
該
負
担
附
き
で
あ
る
こ
と
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り

か
つ

当
該
負
担
が
当
該
設
置
者
の
資
産
状
況

等
か
ら
み
て
当
該
校
舎
を
長
期
に
わ
た
り
使
用
す
る
上
で
支
障
が
な
く

か
つ

当
該
校
舎
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本

語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 

二 

校
舎

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
部
分
を
除
く

が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有

に
属
す
る
も
の
で
あ

て
法
令
に
よ
り
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
譲
渡
で
き
な
い
特
別
な
事
情
が
認
め
ら
れ

る
場
合
で
あ

て

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
が

法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
後
最
初
の
当
該
認
定
日

本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
日
本
語
教
育
課
程
の
修
業
期
間
の
始
期
以
降
二
十
年
以
上
に
わ
た
り
使
用
で
き
る
保
証
の
あ

る
賃
借
権
及
び
当
該
賃
借
権
に
係
る
賃
貸
料
そ
の
他
の
対
価
を
支
払
う
能
力
を
有
し
て
お
り

か
つ

当
該
校
舎
を
使
用

し
て
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 

三 

校
舎
の
床
面
積
の
半
分
以
上
が
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
の
自
己
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
り

か
つ

そ
の

他
の
部
分
の
校
舎
に
つ
い
て

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
が

法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
後
最
初
の
当
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該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
日
本
語
教
育
課
程
の
修
業
期
間
の
始
期
以
降
二
十
年
以
上
に
わ
た
り
使
用
で
き
る

保
証
の
あ
る
賃
借
権
及
び
当
該
賃
借
権
に
係
る
賃
貸
料
そ
の
他
の
対
価
を
支
払
う
能
力
を
有
し
て
お
り

か
つ

当
該
校

舎
を
使
用
し
て
当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き

 

四 

専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
設
置
者
が

当
該
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
つ
い
て
法
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き

 

五 

認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
が

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
又
は
教
育
機
関
を
十
年
以
上
継
続

し
て
運
営
す
る
者
で
あ
る
場
合
で
あ

て

前
四
号
に
掲
げ
る
場
合
と
同
程
度
に

当
該
認
定
日
本
語
教
育
機
関
を
運
営

す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 

 

留
学
の
た
め
の
課
程
の
修
業
期
間
に
係
る
特
別
の
事
情

 

第
四
条 

認
定
基
準
第
十
七
条
第
一
項
の
特
別
の
事
情
は

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
日
本
語
教
育
課
程
を
設
置
す
る
場
合

と
す
る

 

一 

一
以
上
の
高
度
に
自
立
し
て
日
本
語
を
理
解
し

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
以
上
の
能
力
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
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目
標
と
し
た
修
業
期
間
一
年
以
上
の
日
本
語
教
育
課
程
を
設
置
す
る
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
課
程
で
あ
る
こ

と
 

二 

高
度
に
自
立
し
て
日
本
語
を
理
解
し

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
以
上
の
能
力
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す

る
課
程
で
あ
る
こ
と

 

三 

生
徒
が
我
が
国
に
適
正
に
在
留
し

学
習
を
継
続
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
た
め
の
体
制
が
適
切
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
設
置
す
る
課
程
で
あ
る
こ
と

 

 

授
業
の
方
法

 

第
五
条 

認
定
基
準
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
授
業
は

次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る

 

一 

通
信
衛
星

光
フ

イ
バ
等
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り

多
様
な
メ
デ

ア
を
高
度
に
利
用
し
て

文
字

音
声

静
止

画

動
画
等
の
多
様
な
情
報
を
一
体
的
に
扱
う
も
の 

二 

同
時
か
つ
双
方
向
に
行
わ
れ
る
も
の 

三 

認
定
日
本
語
教
育
機
関
に
お
い
て

対
面
授
業
に
相
当
す
る
教
育
効
果
を
有
す
る
と
認
め
た
も
の 
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２ 

認
定
基
準
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が
校
舎
以
外
の
場
所
で
授
業
を
恒
常
的
に
履
修
さ

せ
る
場
合
に
は

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
一 

当
該
授
業
を
履
修
さ
せ
る
校
舎
以
外
の
場
所
が

認
定
基
準
第
十
四
条
に
規
定
す
る
教
室
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ

と

 

二 

連
携
す
る
他
の
者
と
の
間
で

次
の
事
項
を
定
め
た
協
定
を
締
結
す
る
こ
と

 

イ 

日
本
語
教
育
課
程
の
編
成

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
点

検
及
び
評
価
そ
の
他
の
日
本
語
教
育

法
第
一
条
に
規
定
す
る
日
本
語
教
育
を
い
う

の
実
施
に
関
す
る
連
携
に
関

す
る
事
項 

ロ 

事
故

災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
関
す
る
事
項 

ハ 

使
用
す
る
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項 

ニ 

そ
の
他
認
定
日
本
語
教
育
機
関
の
設
置
者
及
び
連
携
す
る
他
の
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

三 

授
業
を
認
定
基
準
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
履
修
さ
せ
る
場
合
に
は

当
該
授
業
を
履
修
さ
せ
る

校
舎
以
外
の
場
所
に
補
助
者
を
配
置
し

か
つ

視
聴
覚
機
器
そ
の
他
の
設
備
を
備
え
る
こ
と
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附 

則 

 
こ
の
告
示
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 
附 
則

令
和
六
年
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
二
号

 

こ
の
告
示
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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別図第一号（第一条第一項関係） 

 

 

 

注 

１ 表示の中の「認定日本語教育機関」及びそれに隣接する「留学」並びに「Nationally Accredited 

Japanese language educational institutions for Study in Japan」の文字は、配置及び大きさを

変更し、又は削除することができるものとする。 

２ 色彩は「認定日本語教育機関」及び「Nationally Accredited Japanese language educational 

institutions」の文字の色は黒色とし、稲穂に相当する部分の色は黄金色とし、その他の部分の色

はえん脂色とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める色としてもよ

い。 

一 黄金色及びえん脂色とすることが不適当な場合（次号に掲げる場合を除く。） 黒色 

二 黒色、黄金色及びえん脂色とすることが不適当な場合 白色 

  



- 11 - 

 

別図第二号（第一条第二項関係） 

 

 

 

注 

１ 表示の中の「認定日本語教育機関」及びそれに隣接する「就労」並びに「Nationally Accredited 

Japanese language educational institutions for Workplace」の文字は、配置及び大きさを変更

し、又は削除することができるものとする。 

２ 色彩は「認定日本語教育機関」及び「Nationally Accredited Japanese language educational 

institutions」の文字の色は黒色とし、稲穂に相当する部分の色は黄金色とし、その他の部分の色

は深緑色とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める色としてもよい。 

一 黄金色及び深緑色とすることが不適当な場合（次号に掲げる場合を除く。） 黒色 

二 黒色、黄金色及び深緑色とすることが不適当な場合 白色 
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別図第三号（第一条第三項関係） 

 

 

 

注 

１ 表示の中の「認定日本語教育機関」及びそれに隣接する「生活」並びに「Nationally Accredited 

Japanese language educational institutions for Daily life」の文字は、配置及び大きさを変更

し、又は削除することができるものとする。 

２ 色彩は「認定日本語教育機関」及び「Nationally Accredited Japanese language educational 

institutions」の文字の色は黒色とし、稲穂に相当する部分の色は黄金色とし、その他の部分の色

は紺青色とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める色としてもよい。 

一 黄金色及び紺青色とすることが不適当な場合（次号に掲げる場合を除く。） 黒色 

二 黒色、黄金色及び紺青色とすることが不適当な場合 白色 

 

 

 




